
 現物給与の取り扱い

食事、住宅、自社製品、通勤定期券などを現物で支給する場合も労働の対償で
あれば報酬となります。
この内、食事と住宅については都道府県ごとに定められている「現物給与の

価額表」により報酬額に算入します。それ以外の物は時価で報酬額に算入します。

『現物給与の価額表（愛知県）』（令和８年４月改正）

届出の記載箇所
取得届 現物給与㋑

月額変更届

算定基礎届

食事と住宅の詳細は次ページをご確認ください。
※愛知県以外の現物給与の価額表は日本年金機構のホームページを
ご確認ください。

その他住宅
食事

1か月当たり1日当たり区分

時価

1人1月当たりの住宅の
利益の額

（畳1畳につき）
1,５６０円

６,０００円２００円朝食
８,４００円２８０円昼食
９,９００円３３０円夕食

２４,３００円８１０円三食

現物給与



≪住宅で支払われる報酬等≫
価額の算出にあたっては、居間、寝室、客間、書斎、食事室など居住用の室を

対象とします。そのため、玄関、台所（炊事場）、トイレ、浴室、廊下など、
また、店、事務室などの営業用の室は含めないことになります。
ただし本人負担額が現物給与額以上の場合は報酬に算入しません。

★の部分が現物給与の対象になります

バ
ル
コ
ニ
ー

洋室★
４畳

玄関浴室 台所廊
下

居間★
１０畳

洗面所ﾄｲﾚ
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≪食事で支払われる報酬等≫
給食や食券を支給している場合で、一部を被保険者本人が負担している場合は、

価額から本人負担額を差し引いた額が現物給与の額です。
ただし本人負担額が現物給与価額の3分の2以上の場合は報酬に算入しません。
なお、本社管理の適用事業所における支店等に勤務する被保険者の現物給与は、

支店等が所在する都道府県の価額を適用します。
※本社管理とは、本社と支店等が合わせて1つの適用事業所になっていることをいいます。
※派遣労働者の現物給与は実際の勤務地（派遣先の事業所）ではなく、派遣元の事業所が所在
する都道府県の価額を適用します。

例）Aさんの住宅（２０畳）における現物給与価額
１,５６０円（愛知県における畳１畳あたりの価額）×２０畳 ＝３１,２００円

【パターン①】 Aさんの給与から毎月徴収している本人負担額が４０,０００円であった場合
本人負担額（４０,０００円） ≧ 現物給与価額（３１,２００円）
⇒現物給与には該当しません。

【パターン②】 Aさんの給与から毎月徴収している本人負担額が１０,０００円であった場合
本人負担額（１０,０００円） ＜ 現物給与価額（３１,２００円）
⇒差額２１,２００円が現物給与に該当します。

例） Bさんの食事における現物給与価額
１カ月当たりの現物給与価額・・・・２４,３００円
現物給与価額３分の２の価額・・・・１６,２００円

【パターン①】Bさんの給与から毎月徴収している本人負担額が２０,０００円であった場合
本人負担額（２０,０００円） ≧ 現物給与価額３分の２の価額（１６,２００円）
⇒現物給与には該当しません。

【パターン②】 Bさんの給与から毎月徴収している本人負担額が１０,０００円であった場合
本人負担額（１０,０００円） ＜ 現物給与価額３分の２の価額（１６,２００円）
⇒差額１４,３００円が現物給与に該当します。


